
文京区持続可能性向上支援補助金（生産性向上設備）
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、設備投資に取り組む中小企業を支援するため、先端
設備の取得等に要する経費の一部を補助します。

東京都文京区

助成型（※2）

設備投資

個人事業者である場合は主たる事業所を、法人である場合は登記してある本店を区内に置
く中小企業者であって、かつ、申請の時において、区内で引き続き1年以上事業を営んで
いるものであること 等

2024年10月1日～

先端設備等の購入、借用、運搬、設置、既存設備の撤去等に要する経費の2/3の額かつ、上
限50万円

補助対象経費：先端設備等導入計画に基づき次の設備を導入する際に要する経費

文京区区民部経済課
電話：03-5803-1173

https://www.city.bunkyo.lg.jp/b012/p005132.html
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